
　　　知っていますか？！事業系ごみ！

　・事務所、商店、飲食店、工場などから事業活動に伴って
　  発生するごみです。
　・事業系ごみは事業者自らの責任で適正に処理しなけれ
　　ばなりません。

　　　（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条）

　　　□事業系ごみを地区の集積場所に出してはいませんか？
　　　□産業廃棄物を適切に処分していますか？

◆事業系ごみは、一般廃棄物・産業廃棄物ともに事業者に処理責任があります。

　　　禁止事項１　　「家庭ごみ集積場所には出せません」
　　　禁止事項２　　「不法投棄」
　　　禁止事項３　　「違法な野外焼却」
　　　禁止事項４　　「無許可業者への委託」

「ごみ」は以下のように分類ができます。

事業者の皆様は、以下の方法でごみの処分をお願いします。

※事業系一般廃棄物の処分方法の詳細は、裏面にもまとめてありますので
　ご覧ください。

事　業　者　の　皆　様　へ

豊明市役所環境課からのお知らせ

ここをチェック！！

ごみ（廃棄物）

家庭系ごみ

（家庭から出るごみ）

事業系ごみ

（事業活動に伴い出るごみ）

事業系一般廃棄物
事業活動により生じた廃棄物の内

産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物
事業活動により生じた廃棄物の内

法令で定められた廃棄物

◎事業系一般廃棄物の処理方法
以下のいずれかの方法で適切に処分してくださ

い。

１ 東部知多クリーンセンター（エコリ）に直接搬

入

◎産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物については、市では処理できません。

下記機関にお問い合わせください。

愛知県産業資源循環協会： ０５２－３３２－０３４６

尾張県民事務所廃棄物対策課：０５２－９６１－７２１１



１　東部知多クリーンセンターに直接搬入する場合

※　産業廃棄物及び資源の品目は搬入できません。費用は10㎏までごとに２００円です。

２　一般廃棄物収集運搬許可業者に処分を委託する場合

【令和８・９年度豊明市における事業系一般廃棄物収集運搬許可業者】

※許可業者につきましては、豊明市一般廃棄物収集運搬許可番号順となっています。

３　事業所から排出される資源物のリサイクルについて

　事業所から排出されるごみの中には、資源化可能なものも含まれています。
　東部知多クリーンセンターへは、古紙・缶類・ビン類・ペットボトルなどの資源物は搬入できま
せんので、以下の回収業者をご利用ください。

【市内の資源回収業者】

０５６２－９７－６９２５

０５６２－９８－０２００

０５６２－９７－７２１５

東海清掃㈱

トヨアケユニティ㈱

岩田清掃㈱

㈱三四四

ノザキ㈱

㈱中西

０５６２－９２－６０７０

０５６２－９８－０２００

０５６２－９７－５５５８

０５６２－５５－９０５０

０５６２－９５－１００９

お問い合わせ　：　豊明市役所環境課ごみ減量推進係　　　電話　０５６２－９２－１１１３

品目 事業者名 電話番号

名称・郵便番号・住所 電話番号 受入時間

許可業者名 電話番号

古紙・缶類

ビン類・ペットボトル

金属くず

㈱中西

トヨアケユニティ㈱

アルメック㈱

０５６２－９７－６９２５

０５６２－４６－８８５
５

（電話受付は平日の
み）

　東部知多クリーンセンター（エコリ）
　　（〒４７０－２１０１　知多郡東浦町大字森岡字葭野４
１）

平日・土曜日（祝日可）

AM８：３０～１２：００

PM１：００～４：３０

※収集運搬料金等については、直接

それぞれの許可業者にお問い合わ

せください。

※回収料金等は、直接

回

収業者にお問い合わ

せ

事業系ごみの詳細については

ＱＲコードからもご覧になれま

事業者の皆様の適正なごみの排

出にご協力をお願いいたします！


